
令和６年度 みたけ地区まちづくり懇談会 懇談事項     
令和６年 11月 21日（木） 

1 

 

No 懇談事項 説  明 担当部課名 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区内の緑道を含む歩道等について 

みたけ及び周辺地区には、小中学校各２校（北厨川小学

校、城北小学校、北陵中学校、盛岡中央高等学校付属中学

校）、高校３校（盛岡北高、盛岡大学付属高校、盛岡中央高

校）のほか、大規模な商店が多数あり、通学や買い物客、

周辺体育施設での大会・イベントなど数多くの方が利用さ

れている。 

地区内の緑道や歩道のほとんどは幅員も広く、利用者に

とっては、植栽や木々が季節を感じさせ、真夏の散歩時に

は木陰ができ、数か所に設けられているベンチや水飲み場

など休憩できる場所もあり、多くの方が利用されている。

その一方で、樹木の老朽化や腐食に伴う倒木の恐れがある

ほか、樹木の繁茂により交通標識や街灯などが隠れている

箇所も散見され、市に対し、伐採等の対応をお願いしてい

るが、根上がりにより歩道のインターロッキングに凹凸が

あること、伐採した樹木の切り株や根を抑える金属製の枠

の放置、使用されていないバス停が撤去されずに放置され

ていること、特に、通学路における横断歩道及び標識が整

備されていない箇所が散見されることから、地域の方々に

とって必ずしも安全とは言えない状況にある。 

また、樹木の伐採により日影がない状況となっているほ

か、植栽の囲いを利用したベンチの座面が撤去され、それ

を固定するための金具が放置されているなど緑道が持つ

快適性などの機能が失われつつあると思われる。 

みたけ緑道及び周辺道路の街路樹につきましては、関係

町内会の皆様と御相談させていただきながら、倒木の恐れ

のある樹木の伐採や、交通標識の視認や街灯の照明に支障

となっている枝葉等のせん定を実施しております。 

みたけ緑道のインターロッキングの凹凸につきまして

は、全体的な再整備には伐根から舗装の復旧まで多くの費

用を要することが課題となります。そのため、パトロール

等により通行に支障が生じている箇所が確認された場合

には、部分的な補修により対応してまいります。 

伐採後の植樹桝に残っている金属枠につきましては、全

体で 40 か所以上確認しており、根の処理などの課題もあ

り一気に全ての箇所の補修を行うことは難しい状況であ

りますことから、利用者の通行の安全性を確認しながら危

険な箇所から補修等を実施してまいります。 

また、ベンチの座面を撤去した後の固定金具につきまし

ては、早急に撤去してまいります。 

みたけ緑道につきましては、設置目的であります安全で

快適な歩行空間の確保や潤いとやすらぎを与える緑のネ

ットワークを維持するため、今後とも町内会の皆様の御理

解と御協力をいただきながら、安全で快適に御利用いただ

けるよう努めてまいります。 

 

横断歩道や標識など交通規制に関することは、岩手県公

安委員会の所管事項となっており、御要望のありました箇

都市整備部 

公園みどり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民部 

くらしの安全課 
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そこで、みたけ地区内の緑道を含め歩道が安全かつ安心

に利用できるよう再整備について懇談したい。 

所につきましては、所轄の盛岡西警察署に伝えたところで

す。 

 

通学路の安全対策につきましては、各小学校やＰＴＡ、

教育委員会、道路管理者、所轄警察署等の関係機関が連携

し、通学路の合同点検を毎年、実施しており、その結果を

踏まえ、必要な対策に取り組んでいるところです。今後に

おきましても、引き続き関係機関と連携して、通学路の安

全確保を図ってまいります。 

 

御要望のありました横断歩道部の雨水集水桝について

は、今年度中に修繕いたします。 

 

 

 

教育委員会 

学校教育課 

 

 

 

 

 

上下水道局 

下水道施設管理

課 
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アンダーパスの注意喚起について 

みたけ地区には、いずれも国道４号に通ずるアンダーパ

スが２か所あり、８月 27日の豪雨により、地区内のアンダ

ーパスが冠水し、軽自動車１台、乗用車１台が水につかり、

動けなくなる事案が発生している。みたけ地区のアンダー

パスにはいずれも水位表示はあるが、夜間はその標示も運

転手からは見えにくいものとなっており、近年の異常気象

によるゲリラ豪雨に代表される突発的な大雨により、アン

ダーパスの冠水が発生すると、人命にも関わる重大事案に

つながる恐れがあるほか、通行不能に伴う渋滞の発生も懸

念される。 

このため、みたけ地区に限らず、市内全域のアンダーパ

スや地下道に「注意喚起」を行うための標識や回転灯の設

置、夜間でも目視可能な水位表示や冠水し、通行不能にな

った際の通行止めの表示方法等について懇談したい。 

 

盛岡市には 12 か所のアンダーパスと 17 か所の地下道

があります。アンダーパスにおいて、「注意喚起」を行う

ための標識がある箇所は４か所、回転灯がある箇所は４か

所、反射材を使用した水位標示がある箇所は４か所となっ

ております。 

ひとつの箇所に標識、回転灯、水位標示のいずれか複数

が設置されている箇所もありますので、これらの設置が全

くない箇所も６か所あります。そのため、まずはその６か

所を優先して水位標示の設置を進めてまいりたいと考え

ております。 

通行止めの表示方法につきましては、パトロールや市民

からの通報により、バリケード等で車が進入しないよう対

応してまいります。なお、通行止めは、警察が行う場合も

あります。 

地下道については、歩行者の通行施設であり、歩行者等

が目視で水深等の確認が可能のため、対策は行っておりま

せん。 

建設部 

道路管理課 

 

 

 


